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            午前１０時００分 開会 

○議長（岩本雅雄君） 現在の出席議員は１９名で定足数に達しており、議会は成立いた

しました。 

 ただいまから平成２２年第４回阿波市議会定例会を開会いたします。 

 これより本日の会議を開きます。 

 日程に入るに先立ち、諸般の報告を申し上げます。 

 議長会関係会議の概要をご報告申し上げます。 

 去る１０月６日、美馬市において第１４１回徳島県市議会議長会定期総会が開会され、

出席いたしました。総会では、会務報告の後、各市から提出された第６１回四国市議会議

長会理事会への提出議案８件について協議を行い、すべて原案のとおり可決、決定いたし

ました。その結果、阿波市提出の国民健康保険制度の抜本的改革についてなど３件が提出

議題に決定いたしました。 

 次に、１０月８日、吉野川市において第５回徳島県西部市議会連絡協議会議員研修会が

開催され、１７名の議員諸君とともに出席いたしました。研修会では、松山大学法学部長

妹尾克敏氏より「地域主権改革の動向と議会改革の目指すもの」の講演を受けました。 

 次に、１０月１５日、東京都において吉川精二君と稲岡正一君が勤続３５年ということ

で総務大臣感謝状が贈呈されました。お二人の長年のご労苦に対しまして深甚なる敬意を

表しますとともに、お祝いを申し上げます。 

 次に、組合議会関係についてご報告申し上げます。 

 去る９月２８日に中央広域環境施設組合議会定例会、９月２９日に徳島中央広域連合議

会定例会、阿北火葬場管理組合議会定例会、阿北特別養護老人ホーム組合議会定例会、阿

北環境整備組合議会定例会がそれぞれ開催され、出席いたしました。 

 以上の件の詳細については、議会事務局に関係書類を保管していますので、ご高覧くだ

さい。 

 また、阿波市社会福祉大会、阿波市老人体育大会の諸会合にも出席いたしました。 

 次に、監査委員から、平成２２年８月、９月、１０月分の例月現金出納検査及び監査結

果報告書が議長あてに提出されております。関係書類を議会事務局に保管していますの

で、ご高覧ください。 

 次に、８月２５日に開催された議会運営委員会以降に受理いたしました陳情書について

は、既に配付のとおりでありますので、よろしくお願いいたします。 

- 3 - 



 次に、市長からお手元に配付のとおり議案等の提出通知がありましたので、ご報告して

おきます。 

 諸般の報告は以上のとおりであります。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

 次に、議員派遣報告を行いたいと思います。 

 副議長より報告いたします。 

 木村松雄副議長。 

○１０番（木村松雄君） おはようございます。 

 ただいま議長より、議員派遣の報告をせよとのことでございますので、ご報告を申し上

げます。 

 阿波市議会は、去る平成２２年１０月２１日から２２日にかけて、千葉県市川市大洲防

災公園、東京都立川市新庁舎建設、墨田区防災教育についてを行政視察いたしました。 

 千葉県市川市の防災公園については、災害発生時には一時避難場所として災害応急対策

の指揮をとる拠点となるよう整備されている防災関連施設やさまざまな機能等の説明を受

けました。自助、共助、公助として、地域ぐるみの防災訓練を定期的に計画されておると

の説明を受け、公園内の視察もいたしました。ふだんは市民の憩いの公園、そして災害時

には応急対策の拠点となる公園、災害に強いまちづくり、減災を目指している市川市を研

修し、大いに勉強になりました。 

 続いて、東京都立川市の新庁舎建設について、１階フロアに、ほぼすべての窓口部門を

位置し、市民の利便性を図っていること、また太陽光パネルや換気塔など自然エネルギー

を活用した整備や屋上緑化など環境に配慮していること、また地下の免震構造などの説明

も受けました。続いて、庁舎内を視察し、カウンターや床、階段などに木材を使い、優し

いつくりであること、市民スペースを多くとり、市民参加の庁舎であることを実感いたし

ました。規模は違いますが、大いに参考になりました。 

 続いて、本所防災教育センターでは、地震、消火、煙などの実体験をすることによっ

て、防災教育の必要性を感じました。 

 ２日間の行政視察は、新庁舎建設を核とした新しいまちづくりへの参考となり、有意義

な視察となり、我々議員一同、今後の市勢発展のため、さらに研さんを重ね、努力したい

と改めて実感いたしました。 

 以上で議員派遣の報告を終わります。 
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○議長（岩本雅雄君） 次に、文教厚生常任委員会委員長より、閉会中の継続調査の報告

を行いたいと思います。 

 文教厚生常任委員会委員長江澤信明君。 

○文教厚生常任委員長（江澤信明君） おはようございます。 

 議長の指名がございましたので、去る１０月８日に開催いたしました文教厚生常任委員

会の継続調査についてご報告申し上げます。 

 全委員出席のもと、市場中学校・土成小学校耐震補強工事の中間報告についてを協議い

たしました。 

 まず、市場中学校耐震補強工事ですが、廊下・教室の天井、床の一部を撤去した際に、

当初設計にない修繕・補強しなければならない箇所が見つかったため、現地視察を行いま

した。その後、担当課より説明を受け、委員より、１，８４８万円追加ということである

が、天井、床の撤去しなければわからない部分の追加は仕方がないが、外壁補修工事は、

当初の予算の３倍もの追加となっている。外壁の見積もりが甘過ぎるんでないかと。ま

た、手洗い場の増設、配ぜん室工事、牛乳保冷庫移設工事など当初に計画ができたのでな

いかと質疑があり、理事者より、外壁補修工事は目視でしており、実際に足場を組んで外

壁調査を行った結果、外壁の浮き、クラックが多く見つかった。また、手洗い場につきま

しては、実際に約３００人が順次に使い、新たに５カ所を追加した。配ぜん室工事に関し

ては、給食は隔離しなければならないこと、またことしの猛暑によりエアコンが必要にな

ったための追加であるとのことでした。当初の見積もりが甘かったことを反省している。

牛乳保冷庫につきましては、温度管理等の認識がなく、耐震補強をしている校舎で十分保

冷できると思っており、認識不足でありました。外壁工事につきましては、設計業者への

指導を強化していきたいとのことでございました。 

 また、委員より、阿波市の工事検査官による指導はどうなっているのかとの質疑があ

り、理事者より、管理業者と教育委員会が週１回定例会を行っており、工事検査官による

抜き打ちで検査し、指導を行っている、また第２回定例会において議決した市場中学校地

震補強工事の東校舎その他の工事の変更請負契約の議案については、次の定例会に提案し

たいとの答弁でした。 

 なお、今後においては、教育委員会の職員がさらに研さんすること、また業者への指導

を行うことを強く求めました。 

 次に、東かがわ市給食センターの視察研修について、簡単にご報告申し上げます。 
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 １１月２４日、委員６名、担当職員とともに、平成１８年３月に完成いたしました東か

がわ市給食センターに視察研修に行きました。 

 まず初めに、１日に４，５００食の調理能力を持つドライシステムの厨房を見学いたし

ました。その後、担当課より説明を受け、委員より、維持管理費の削減策、地産地消の取

り組み状況、アレルギーの対応食に関することなど、多くの活発な質疑がありました。今

後の阿波市の給食センター建設に向けて大変参考になり、有意義な視察研修となりまし

た。 

 以上、文教厚生常任委員会の継続調査・視察研修報告とさせていただきます。 

 その他詳しい内容につきましては会議録を調製し、議長に提出しておりますので、事務

局でご高覧くださいませ。 

 以上でございます。 

○議長（岩本雅雄君） これより本日の日程に入ります。 

 本日の日程は、お手元に配付いたしました日程表のとおりです。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（岩本雅雄君） 日程第１、会議録署名者の指名を行います。 

 会議録署名者は、会議規則第８１条の規定により、１０番木村松雄君、１１番阿部雅志

君の両名を指名いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第２ 会期の決定について 

○議長（岩本雅雄君） 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 会期の決定については、１１月２２日に議会運営委員会が開かれておりますので、結果

について委員長の報告を求めます。 

 吉川議会運営委員長。 

○議会運営委員長（吉川精二君） おはようございます。 

 議長より指名がございましたので、議会運営委員会の協議の結果について報告を申し上

げます。 

 平成２２年第４回阿波市議会定例会の運営協議のため、１１月２２日午前１０時より第

１委員会室において、議会側から正副議長及び委員７名、理事者側から市長、副市長、総

務部長ほか担当職員の出席のもと、議会運営委員会を開催をいたしました。 
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 まず、今定例会の会期については、慎重に協議をいたしました結果、本日より１２月２

０日月曜日までの２１日間に決定をいたしました。 

 なお、議事日程については、既にお手元に配付してあります日割り表のとおり、本日は

諸般の報告、行政報告、提出議案の説明の後、議案第７３号阿波市職員の給与に関する条

例等の一部改正についてほか３議案について先議を予定をいたしております。 

 次に、１２月８日水曜日の本会議は１０時に開会いたしまして、代表質問、一般質問を

予定をいたしております。１２月９日木曜日は、同じく午前１０時に開会し一般質問、１

２月１０日金曜日につきましても１０時に開会し一般質問、その後議案に対しての質疑を

受け、各委員会へ付託を予定をいたしております。 

 次に、１２月１３日月曜午前９時より総務常任委員会、１２月１４日火曜日午前１０時

より文教厚生常任委員会、１２月１５日水曜日午前９時より産業建設常任委員会の開会を

予定をいたしております。１２月２０日月曜日は午前１０時より本会議を開会し、各常任

委員会委員長報告、質疑、討論、採決を行い、閉会を予定をいたしております。 

 次に、代表質問、一般質問、質疑通告書の締め切りは、１２月１日明日水曜日の正午と

なっております。円滑な議会運営ができますよう、議員並びに理事者のご協力をよろしく

お願いし、議会運営委員長の報告といたします。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（岩本雅雄君） お諮りいたします。 

 本定例会の会期については、本日から１２月２０日までの２１日間とすることにご異議

ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（岩本雅雄君） 異議なしと認めます。よって、会期を本日から１２月２０日まで

の２１日間と決定いたしました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第３ 行政報告 

○議長（岩本雅雄君） 次に、日程第３、行政報告を市長に求めます。 

 野崎市長。 

○市長（野崎國勝君） おはようございます。 

 本日、平成２２年第４回阿波市議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位にはお

忙しい中ご出席をいただき、まことにありがとうございます。また、日ごろは、本市の行
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政全般にわたり格別のご支援、ご協力を賜りまして、厚くお礼申し上げます。 

 初めに、このたび議会議員として３５年の長きにわたり地方自治発展のために尽くして

こられましたご功績が認められ、総務大臣感謝状を受けられました吉川議員並びに稲岡議

員にはお喜びを申し上げますとともに、今後ますますのご活躍をご祈念申し上げます。 

 次に、このたびの私への解職請求の件に関しましては、市民皆様を初め、議員各位にも

大変ご心配をおかけいたしました。こうした活動が生じること自体、私の不徳のいたすと

ころと考えております。 

 新庁舎建設につきましては、今後の市民の利便性や地域バランスなどを考慮し、市中心

部の市場町切幡地区に決定することが最良の選択であるとの思いで決定させていただきま

したが、今回の事案を真摯に受けとめ、今後市民の皆様へ、なお一層の説明に努めながら

事業を進めてまいりますので、ご理解、ご協力よろしくお願い申し上げます。 

 次に、行政報告として、主要事務事業の取り組み状況についてご報告いたします。 

 まず、平成２３年度当初予算編成についてであります。 

 平成１７年４月の合併以降、本市は積極的な行財政改革に取り組むとともに、合併に係

るさまざまな財政支援措置を有効活用し、ケーブルネットワーク施設整備事業や小・中学

校の耐震化、子育て支援の拡充などの各種事業を推進してまいりました。結果、現状にお

きましては、他市に比べ比較的健全な財政運営を維持しております。しかしながら、景気

の低迷を主な要因として、市税収入等の自主財源は減少傾向にあり、新年度においても大

きな伸びは見込めない状況の中、少子・高齢化等による社会保障関係費の増加や各公共施

設の老朽化に伴う修繕費の大幅な増加が見込まれるなど、今後の財政見通しは依然として

厳しいものがあります。 

 このような中、職員一人一人が厳しい財政状況への認識と改革意識を共有し、弾力的か

つ大胆な発想で、従来からの制度や事業の見直しを行い、限られた財源を効率的、効果的

に活用しながら市民サービスの向上に努めるため、去る１０月１８日から２０日にかけ

て、すべての職員を対象に阿波市財政状況説明会を開催するとともに、１１月９日には新

年度予算編成方針についての説明会を行い、現在各課要求取りまとめの作業を進めている

ところであります。 

 なお、円高・デフレ対応のための緊急総合経済対策として、去る１１月２６日に成立い

たしました国の平成２２年度補正予算につきましては、地域活性化、社会資本整備、中小

企業対策として３，５００億円の地域活性化交付金など、本市にも密接に関連する予算が
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含まれております。このため、今議会に補正予算の追加提案を予定しておりますので、よ

ろしくお願いいたしたいと思います。 

 次に、土柱休養村温泉及び金清温泉白鳥荘についてであります。 

 両施設につきましては、平成１８年７月より指定管理者制度を導入し、経営の健全化に

努めてまいりましたが、施設が老朽化する中、利用客も減少し、厳しい経営状況にあるた

め、今議会に補正予算として運営補助金を提出させていただいております。両施設につい

ては、今後どのように運営していくべきなのか、施設自体のあり方についてしっかりと議

論し、方向性を出していきたいと考えておりますので、議員皆様方のご理解、ご協力をよ

ろしくお願いいたしたいと思います。 

 次に、本年４月に民営化を行いました養護老人ホーム吉田荘の移管先であります社会福

祉法人いちご福祉会の老人ホーム施設建設についてであります。 

 新施設建設につきましては、用地を阿波市阿波町大原に確保し、来春１月の着工が予定

されております。この件につきましては、新施設整備に伴う支援策として施設の新設に係

る費用のうち１億２，０００万円を限度に市より補助金を交付することになっており、去

る１０月２９日にいちご福祉会より施設建設に伴う補助金の申請がありました。 

 補助金につきましては、平成２１年１２月議会において、２２年度から２４年度までの

債務負担行為の議決をいただいておりますので、交付決定等の事務手続を行い、工事着手

の承認を行いますが、工事の竣工が来年度の予定であるため、予算につきましては平成２

３年度当初予算に計上する予定といたしております。 

 次に、経営西長峰工業団地についてでありますが、西長峰工業団地におきましては、去

る９月議会でご報告させていただきましたメテック北村株式会社の工場進出を受け、現在

徳島県企業局による区画造成工事が始まっております。この工事は、来年２月下旬に竣工

し、３月中旬からは、いよいよ工場建設が始まる予定となっております。 

 次に、関係行政機関などへの要望活動についてご報告いたします。 

 去る１０月５日に、第１０６回徳島県市長会議が徳島市において開催され、本市からの

要望事項でもある「乳幼児等医療費助成事業にかかる財政支援等について」などの８項目

を県への要望事項として決定いたしました。また、１０月２１日には、第１２９回四国市

長会議が四国中央市において開催され、地方財政基盤の強化についてなどの５項目が国へ

の要望事項として決定されました。 

 次に、１０月２９日、２１世紀・活力ある道づくりを目指す四国連合協議会総会が東京
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都において開催され、総会後、国土交通省などに対し、大幅におくれている四国の道路の

現状説明を行ったほか、平成２３年度予算編成に向け、道路関係予算総額の今年度並み水

準の確保や道路整備のおくれている地域への予算重点配分などについての要望活動を行い

ました。 

 次に、１１月１１日から１２日にかけて、東京都において行われた四国治水期成同盟連

合会第２回要望活動に出席し、国土交通省などに対し、吉野川流域の内水対策を積極的に

推進すること、無堤地区や漏水等危険箇所の解消などの治水対策について要望を行いまし

た。 

 次に、１１月１６日、知事・市町村長地域懇話会が藍住町において開催され、地域の財

政上の諸問題や諸施策について知事と東部圏域８市町村長とで意見交換を行いました。本

市として、一般県道船戸切幡上板線の改良施工促進についてなどの要望をいたしました。 

 以上、ご報告申し上げ、行政報告とさせていただきます。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第 ４ 議案第６９号 平成２２年度阿波市一般会計補正予算（第４号）につい 

               て 

  日程第 ５ 議案第７０号 平成２２年度阿波市国民健康保険特別会計補正予算（第 

               ３号）について 

  日程第 ６ 議案第７１号 平成２２年度阿波市介護保険特別会計補正予算（第３ 

               号）について 

  日程第 ７ 議案第７２号 平成２２年度阿波市水道事業会計補正予算（第１号）に 

               ついて 

  日程第 ８ 議案第７３号 阿波市職員の給与に関する条例等の一部改正について 

  日程第 ９ 議案第７４号 市長及び副市長の給与条例の一部改正について 

  日程第１０ 議案第７５号 阿波市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する 

               条例の一部改正について 

  日程第１１ 議案第７６号 阿波市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関 

               する条例の一部改正について 

  日程第１２ 議案第７７号 阿波市消防団の定員、任免、服務等に関する条例の一部 

               改正について 

  日程第１３ 議案第７８号 阿波市墓地設置及び管理条例の一部改正について 
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  日程第１４ 議案第７９号 辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定について 

  日程第１５ 議案第８０号 土成健康センターの指定管理者の指定について 

  日程第１６ 議案第８１号 徳島県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の名 

               称変更に伴う徳島県市町村総合事務組合規約の変更につ 

               いて 

  日程第１７ 議案第８２号 徳島中央広域連合が処理する事務及び徳島中央広域連合 

               規約の変更について 

○議長（岩本雅雄君） 次に、日程第４、議案第６９号平成２２年度阿波市一般会計補正

予算（第４号）についてから日程第１７、議案第８２号徳島中央広域連合が処理する事務

及び徳島中央広域連合規約の変更についてに至る計１４件を一括して議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 野崎市長。 

○市長（野崎國勝君） 議長の許可をいただきましたので、本日提案いたしております議

案について、提案理由の説明を申し上げます。 

 提案いたしております議案は、予算案件４件、条例案件６件、その他案件４件の計１４

件であります。 

 まず、議案第６９号平成２２年度阿波市一般会計補正予算（第４号）については、既定

の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２億７，５３０万円を追加し、歳入歳出予算の

総額を歳入歳出それぞれ１８１億３，４５８万３，０００円とするものです。 

 次に、議案第７０号平成２２年度阿波市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）につ

いては、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ７７３万円を減額し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ４７億５，１１７万４，０００円とするものです。 

 次に、議案第７１号平成２２年度阿波市介護保険特別会計補正予算（第３号）について

は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億２，２１４万８，０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３８億６，４７８万５，０００円とするもの

です。 

 次に、議案第７２号平成２２年度阿波市水道事業会計補正予算（第１号）については、

平成２２年度阿波市水道事業会計予算第３条に定めた収益的支出の既決予定額に１７０万

円を追加し、総額を６億２，６１６万円とするものです。 

 次に、議案第７３号阿波市職員の給与に関する条例等の一部改正について、議案第７４
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号市長及び副市長の給与条例の一部改正について、議案第７５号阿波市教育委員会教育長

の給与及び勤務時間等に関する条例の一部改正について及び議案第７６号阿波市議会議員

の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正については、平成２２年８月

の人事院勧告等を踏まえ、関係法令が改正されるに伴い、国及び県に準じた改正を行うも

のであります。 

 次に、議案第７７号阿波市消防団の定員、任免、服務等に関する条例の一部改正につき

ましては、消防団本部に女性消防班を設置するに当たり、条例の一部改正を行うもので

す。 

 次に、議案第７８号阿波市墓地設置及び管理条例の一部改正については、阿波町庚申原

墓地の造成に伴い、条例の一部改正を行うものです。 

 次に、議案第７９号辺地に係る公共的施設の総合整備計画の策定については、阿波市伊

沢谷辺地における総合整備計画策定について、辺地に係る公共的施設の総合整備のための

財政上の特別措置等に関する法律第３条第１項の規定により、議決をお願いするもので

す。 

 次に、議案第８０号土成健康センターの指定管理者の指定については、土成健康センタ

ーの指定管理が平成２３年３月３１日で終了するため、次期指定管理者の指定について、

地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、議決をお願いするものであります。 

 次に、議案第８１号徳島県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の名称変更に伴

う徳島県市町村総合事務組合規約の変更については、徳島県市町村総合事務組合を組織す

る板野東部青少年補導センター組合の名称変更に伴い、組合規約の一部改正について議決

をお願いするものです。 

 次に、議案第８２号徳島中央広域連合が処理する事務及び徳島中央広域連合規約の変更

については、地方自治法第２９１条の３第１項及び第２９１条の１１の規定により、議決

をお願いするものです。 

 以上、議案について提案理由の説明を申し上げましたが、議案内容の詳細につきまして

は担当部長より説明いたしますので、十分ご審議の上、ご承認くださいますようお願い申

し上げまして、提案理由の説明を終わらせていただきます。 

○議長（岩本雅雄君） 市長の提案理由の説明が終わりました。 

 次に、提出されております各議案について補足説明を求めます。 

 藤井総務部長。 
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○総務部長（藤井正助君） 議長の許可をいただきましたので、私のほうから議案第６９

号平成２２年度阿波市一般会計補正予算（第４号）について補足説明をさせていただきま

す。 

 平成２２年度阿波市の一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２億７，

５３０万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１８１億３，４５８万３，

０００円とするものでございます。 

 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分の金額並びに補正後の歳入歳出予算の金

額は、第１表歳入歳出予算補正によります。 

 第２条、地方債の補正でございます。 

 第２条、地方債の追加及び変更は、第２表地方債補正によるということでございます。 

 今回の補正予算は、１２月補正予算ということでございまして、国、県の補助金の認証

に伴う補正や人事院勧告に伴う給与等改正のための補正及びその性質上１２月補正で予算

措置することが適当と認められるなどの経費を計上させておりますので、よろしくお願い

したいと思います。 

 ７ページをお開きください。よろしいでしょうか。 

 第２表地方債の補正について説明いたします。 

 第１、追加といたしまして、社会体育施設整備事業で２，８００万円の追加を今回お願

いしております。 

 次に、２の変更といたしまして、学校教育施設整備事業で、補正前の額５，９２０万円

に１，０８０万円の増額補正をお願いしまして、補正後の限度額を７，０００万円にお願

いするものでございます。 

 続きまして、１１ページをお願いいたします。 

 歳入歳出補正予算事項別明細書でございます。歳入の部で主なものについて説明をさせ

ていただきます。 

 １４款の国庫支出金で、補正額が５，５８４万１，０００円で、補正後の額を１９億

９，５２０万３，０００円とお願いするものでございます。 

 それから、その下の１５款県支出金で３，２３９万１，０００円の補正をお願いし、累

計額を１０億６，７１４万円とするものでございます。 

 それから、２段飛びまして、１９の繰越金では１億２，４４９万６，０００円追加をお
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願いし、補正後の額を３億４，４４９万６，０００円とするものでございます。 

 それから、最後の２１款市債で３，８８０万円の補正をお願いして、補正後の額を２１

億４，５８０万円とするものでございます。 

 なお、歳入合計は２億７，５３０万円で、補正後の額を１８１億３，４５８万３，００

０円とするものでございます。 

 次に、１２ページ、１３ページをお願いいたします。 

 歳出でございます。これについても主なものについて説明させていただきます。 

 ２款の総務費では、今回１億３，２６２万円を追加しまして、補正後の額を２３億６，

１６６万円お願いするものでございます。 

 続いて、３款の民生費でございますが、１億２，０６２万１，０００円を追加いたしま

して、補正後の額を６１億６，１９３万３，０００円とお願いするものでございます。 

 それから、６款の農林水産業費では２，２３４万９，０００円を追加いたしまして、補

正後の額を７億１，９８２万円お願いするものでございます。 

 続きまして、８款の土木費では２，２３５万８，０００円の追加をお願いし、補正後の

額を１３億７，６５９万６，０００円とするものでございます。 

 歳出合計は２億７，５３０万円でございまして、補正後の額を１８１億３，４５８万

３，０００円とするものでございます。 

 なお、補正後の財源内訳につきましては、国県支出金が、１３ページの末尾に記載して

いるとおり、８，８２３万２，０００円でございます。地方債が３，８８０万円、その他

の特定財源が３８４万１，０００円、一般財源が１億４，４４２万７，０００円となりま

すので、よろしくお願いしたいと思います。 

 続きまして、次のページの１４ページ、１５ページをお願いいたします。 

 まず、歳入の詳細について、主なものについて説明させていただきます。 

 １４款の国庫支出金のうち民生費国庫補助金では、今回５，４８３万８，０００円を追

加をお願いしております。主なものにつきましては、社会福祉費負担金で４，３６９万

３，０００円でございます。内訳としまして、国保基準超過費用額共同負担金が８３５万

４，０００円、障害者自立支援給付費負担金が３，５３３万９，０００円でございます。 

 その下の４節で、生活保護費負担金では１，１１４万５，０００円の補正をお願いして

おります。 

 続きまして、１４ページの一番下の１５款県支出金の民生費県負担金では、今回２，６
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０２万３，０００円の補正をお願いしております。社会福祉費負担金で２，６０２万３，

０００円の補正でございます。国保基準超過費用額共同負担金が８３５万４，０００円、

障害者自立支援給付費負担金が１，７６６万９，０００円の補正をお願いするものでござ

います。 

 続きまして、次のページの１６ページ、１７ページをお願いします。 

 １５款の県支出金の県補助金のうち６目の農林水産業費県補助金では、今回１，００８

万１，０００円の補正をお願いしております。農業費補助金で、とくしま強い農林水産業

づくり事業補助金で８３９万７，０００円、中山間地域等直接支払交付金で１６８万４，

０００円の補正をお願いしております。 

 続きまして、１８ページ、１９ページをお開きください。 

 中ほどの１９款の繰越金につきましては、今回１億２，４４９万６，０００円の補正を

お願いしております。 

 それから、次のページの２０ページ、２１ページをお開きください。 

 ２１款の市債でございます。１０目の教育債で、社会体育施設整備事業債で２，８００

万円、それから３節の学校教育施設整備等事業債で１，０８０万円を補正をお願いしてお

ります。 

 以上で歳入の説明を終わらせていただきます。 

 続いて、歳出に移らせていただきます。 

 ２２ページ、２３ページをお開きください。 

 ２款総務費の総務管理費の中で、１の一般管理費の中で、１９節負担金補助及び交付金

で１億６，７６１万２，０００円の補正をお願いしておりますけども、この分につきまし

ては、退職手当組合の負担金が１億６，７６１万２，０００円でございます。 

 それから、次のページの２４ページ、２５ページをお開きください。 

 この中で、企画費の中で、１９節の負担金補助及び交付金の中で、５７０万円の補正を

お願いしております。地域バス路線運行費補助金として５７０万円の補正をお願いしてお

ります。 

 続きまして、２８ページ、２９ページをお開きください。 

 ３款の民生費でございます。社会福祉費総務費ということで、２８節の繰出金で４，９

９２万９，０００円でございます。これにつきましては、国民健康保険事業特別会計繰出

金として４，９９２万９，０００円をお願いしております。 
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 それから、次のページの３０ページ、３１ページをお開きください。 

 一番最初の民生費の中の社会福祉費の中で、２目障害者福祉費では、扶助費としまして

６，４７７万９，０００円の補正をお願いしております。 

 それから、３２ページ、３３ページをお開きください。 

 保育所費の中で、７節賃金で、今回２７３万３，０００円の補正をお願いしておりま

す。内訳につきましては、土成中央保育所の臨時保育士の賃金が減額で２５０万円、それ

から市場保育所費の臨時保育士の賃金が８５０万円、それから阿波保育所の臨時保育士の

賃金が追加で１，３７３万３，０００円でございます。失礼しました。市場保育所につき

ましては、８５０万円につきましては減額補正でございます。トータルで、賃金のところ

で２７３万３，０００円の補正となりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 それから、３４ページ、３５ページ、次のページをお願いいたします。 

 民生費の生活保護費の中で、扶助費で、今回１，４８６万円の扶助費の補正をお願いし

ております。 

 続きまして、３８ページ、３９ページをお開きください。 

 ６款の農林水産業費の１項農業費の中で、５目の農業振興費の中で、１９節負担金補助

及び交付金で１，３２９万２，０００円の補正をお願いしております。とくしま強い農林

水産業づくり事業補助金として１，１１９万５，０００円、それから中山間地域等直接支

払事業費で２０９万７，０００円の補正をお願いしておりますので、よろしくお願いいた

します。 

 それから、その下の農地総務費でございますけども、この中で公有財産購入費で５１７

万５，０００円の補正をお願いしております。これにつきましては、吉野地区の国営下流

地域北部幹線に係る用地購入費でございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 それから、４０ページ、４１ページを、次のページをお願いいたします。 

 商工費の中の一番最後でございますが、温泉センター費の中で、１９節の負担金補助及

び交付金で１，２２０万円の補正を今回お願いしております。これにつきましては、土柱

休養村温泉の運営費が６５０万円、金清活用センター分の運営費が５７０万円で、計１，

２２０万円の補正をお願いしております。 

 続きまして、４６ページ、４７ページをお開きください。 

 ８款の土木費の住宅費の中で、住宅管理費の中で、需用費の中で、今回９００万円の補

正をお願いしております。これにつきましては、住宅の修繕費でございますので、よろし
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くお願いしたいと思います。 

 それから、その下の９款消防費で、１項消防費の中の非常備消防費で、今回１４６万

７，０００円の追加をお願いしております。これにつきましては、１１、需用費で女性消

防班設置のための制服等の購入費をお願いしておりますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

 それから、４８ページ、４９ページ、次のページをお願いいたします。 

 この中で、教育費の小学校費の中で、２目の教育振興費では、１８の備品購入費で２０

０万円の補正をお願いしております。これにつきましては、新学習指導要領に伴う備品購

入費でございます。よろしくお願いします。 

 それから、次のページ、５０、５１ページをお願いいたします。 

 中学校費の教育振興費でございますけども、１８の備品購入費で１６０万円の補正をお

願いしております。これにつきましても、小学校費同様、新学習指導要領に伴う備品購入

費でございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上で歳出の説明を、走る走るでございますが、終わらせていただきます。 

 次に、５６ページ、５７ページをお開きください。 

 補正予算給与費明細書につきましては、先ほども申しましたように、今年度の人事院勧

告に基づき、特別職、一般職等の期末手当等の改正に伴う補正後の額等をあらわしており

ますので、ごらんになっていただけたらと、このように思います。 

 それから、最後でございます、５８ページをお開きください。 

 最後のページ、地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末にお

ける現在高の見込みに関する調書でございます。一番最後の合計のとこをお目通しを願え

たらと思います。合計欄で、前年度末現在高が１９２億５０３万９，０００円となってお

ります。それから、その右側です。当該年度中の起債見込み額が、今回の４号補正までで

２１億４，５８０万円計上しております。その右側で、当該年度中の元金の償還額が１９

億９６７万円でございまして、ただいまの４号補正の現段階でございますけども、現在末

で１９４億４，１１６万９，０００円となりますので、よろしくご理解をお願いいたしま

す。 

 以上で議案第６９号の説明を終わらせていただきます。ご審議の上、ご承認いただけま

すように、よろしくお願いいたします。 

○議長（岩本雅雄君） 遠度市民部長。 
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○市民部長（遠度重雄君） 議長の許可をいただきましたので、議案第７０号の補足説明

をさせていただきます。 

 議案第７０号平成２２年度阿波市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）について。 

 平成２２年度阿波市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところに

よる。 

 歳入歳出予算の補正。第１条、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ７７３

万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４７億５，１１７万４，０００円

とするものです。 

 第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、第１表歳入歳出予算補正によるものです。 

 それでは、１０ページ、１１ページをお開きください。 

 １０ページ左上になりますが、歳入です。主なものを説明させていただきます。 

 ４款療養給付費交付金、１項１目も同じで療養給付費交付金で、補正額２，５６４万円

です。これにつきましては、過年度分についてのものでございます。 

 ５款前期高齢者交付金、１項１目も同じく前期高齢者交付金で、補正額１億９，１７７

万円の減額です。これは、平成２０年度からスタートしました後期高齢者医療制度に伴い

できた前期高齢者交付金が今年度精算されます。その精算によるものでございます。 

 ９款繰入金、１項一般会計繰入金、１目一般会計繰入金で、補正額４，９９２万９，０

００円です。これは、法定内繰入分でございます。右側のほうを見ていただきまして、主

な内訳ですけども、３節の基準超過費用繰入金で２，５０６万２，０００円です。１つ飛

びまして、６節の財政安定化支援事業繰入金で２，５７４万１，０００円となっておりま

す。 

 １０款繰越金、１項１目も同じく繰越金です。補正額１億３７３万６，０００円です。

これは、平成２１年度からの繰越金でございます。 

 １４ページ、１５ページをお願いいたします。１４ページです。ここからは歳出です

が、主なものを説明させていただきます。 

 １６ページ、１７ページをお開きください。次のページになります。 

 １６ページ左上ですが、３款後期高齢者支援金等、１項後期高齢者支援金等、１目後期

高齢者支援金で、補正額４，３８２万７，０００円の減額です。これにつきましては、平

成２２年度の後期高齢者支援金が確定したことによります減額でございます。 
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 中ほどになりますが、６款介護納付金、１項１目も同じく介護納付金で、１，０６０万

円の減額です。これにつきましては、介護納付金が、これも額が確定しましたことにより

ますものです。 

 １１款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、３目償還金で、補正額３，９０５万４，

０００円です。これにつきましては、主に平成２１年度療養給付費等負担金の償還金でご

ざいます。 

 以上、簡単ですが、議案第７０号の補足説明とさせていただきます。ご承認いただけま

すようよろしくお願いいたします。 

○議長（岩本雅雄君） 松永健康福祉部長。 

○健康福祉部長（松永恭二君） 議長の許可をいただきましたので、議案第７１号の補足

説明をさせていただきます。 

 平成２２年度阿波市の介護保険特別会計補正予算（第３号）は、既定の歳入歳出予算の

総額に歳入歳出それぞれ１億２，２１４万８，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ３８億６，４７８万５，０００円とするものです。 

 次に、７ページをお願いいたします。 

 歳入の主なものにつきましては、３款国庫支出金、補正額が１，４１４万２，０００

円、４款支払基金交付金、補正額２，４４５万９，０００円、５款県支出金、補正額１，

１４０万２，０００円、これはいずれも給付増に伴うものです。 

 次に、８款繰入金６７３万５，０００円、９款繰越金６，５３８万５，０００円、繰越

金につきましては、国庫返還金の確定に伴いまして、今回の補正で計上させていただいて

おるものです。 

 次に、８ページをお願いいたします。 

 歳出につきましては、主なもの、２款の保険給付費で、補正額８，１５３万２，０００

円が給付費増に伴う補正です。 

 それから、７款の諸支出金では４，５９６万４，０００円、この金額につきまして国庫

返還金ということにお願いしております。 

 歳入歳出補正額ともに、１億２，２１４万８，０００円とお願いしております。 

 以上、ご説明申し上げます。ご審議の上、ご承認くださいますようお願いいたします。 

○議長（岩本雅雄君） 森本水道課長。 

○水道課長（森本浩幸君） 議長の許可をいただきましたので、議案第７２号平成２２年
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度阿波市水道事業会計補正予算（第１号）について補足説明をさせていただきます。 

 １ページをお願いします。 

 第１条、平成２２年度阿波市水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところ

による。 

 第２条、平成２２年度阿波市水道事業会計予算（以下、「予算」という）第３条に定め

た収益的支出の予定額を次のとおり補正する。 

 支出。第１款水道事業費用６億２，４４６万円、補正予定額が１７０万円、計６億２，

６１６万円でございます。主に、４月の人事異動及び期末勤勉手当等の支給率の変更に伴

う人件費の補正をお願いしております。 

 第３条、予算第７条に定めた経費の金額を次のとおり改める。職員給与費９，７８０万

４，０００円、補正予定額１７０万円、計９，９５０万４，０００円でございます。 

 以上でございます。ご審議の上、ご承認くださいますようよろしくお願い申し上げま

す。 

○議長（岩本雅雄君） 藤井総務部長。 

○総務部長（藤井正助君） それでは、議長の許可をいただきましたので、私のほうから

議案第７３号から第７７号までの補足説明を随時させていただきます。 

 まず最初に、議案第７３号について補足説明をさせていただきます。 

 議案第７３号阿波市職員の給与に関する条例等の一部改正について。 

 阿波市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を次のように定めるということ

でございます。 

 この議案につきましては、平成２２年８月１０日の人事院勧告を踏まえまして、一般職

の給与に関する法律等の一部改正をする法律が施行することに伴いまして、徳島県人事委

員会の勧告に準じた改正を行うものでございます。 

 まず最初に、第１条中、第１１条の２第２号中、「２，５００円」を「１，５００円」

に改めるは、職員の所有する住宅、いわゆる新築、購入から５年以内に係る住宅手当額を

月額現行の「２，５００円」から１，０００円減額して「１，５００円」とするものでご

ざいます。 

 次に、その下の第２０条第２項中、「１００分の１５０」を「１００分の１３５」に改

めるにつきましては、一般職員の１２月期末手当を現行の「１．５カ月分」から０．１５

カ月分引き下げ「１．３５カ月分」とし、年間支給月数を現行の「２．７５カ月分」から
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「２．６カ月分」に改正するものでございます。 

 次に、第３項中、「１００分の１５０」を「１００分の１３５」に、「１００分の８

５」を「１００分の８０」に改めるにつきましては、再任用職員の１２月期末手当を現行

の「０．８５カ月分」を０．０５カ月分引き下げまして「０．８カ月分」としまして、年

間の支給月数を現行の「１．５カ月分」を「１．４５カ月分」に改正するものでございま

す。 

 次に、そのページの一番最後でございますけども、第２１条中、第２項１号中、「１０

０分の７０」を「１００分の６５」に改めるにつきましては、一般職の１２月勤勉手当を

現行の「０．７カ月分」を０．０５カ月分引き下げまして「０．６５カ月分」といたしま

して、年間支給月額を現行の「１．４カ月分」を「１．３５カ月分」に改正するものでご

ざいます。 

 次に、同項第２号中、「１００分の３５」を「１００分の３０」に改めるにつきまして

は、再任用職員の１２月期末手当を現行の「０．３５カ月分」から０．０５カ月分引き下

げ「０．３カ月分」としまして、年間支給月数を現行の「０．７カ月分」を「０．６５カ

月分」に改正するものでございます。 

 次に、飛びまして、６ページをお開きください。 

 第２条、阿波市職員の給与に関する条例の一部を次のように改正するということでござ

います。 

 この２条の改正につきましては、平成２３年４月１日からの施行となりますので、よろ

しくお願いします。 

 第２０条第２項及び第３項中、「１００分の１２５」を「１００分の１２２．５」に、

「１００分の１３５」を「１００分の１３７．５」に改めるにつきましては、一般職員の

平成２３年６月期末手当を「１．２５カ月分」から０．０２５カ月分引き下げまして

「１．２２５カ月分」に改正し、１２月期末手当を「１．３５カ月分」から０．０２５カ

月分引き上げまして「１．３７５カ月分」に改正して、年間支給月数を今回改正予定の平

成２２年度と同じく２．６カ月分とするものでございます。 

 それから次に、第２１条第２項第１号中、「１００分の６５」を「１００分の６７．

５」にすることにつきましては、一般職の１２月期末勤勉手当を「０．６５カ月分」から

０．０２５カ月分引き上げまして「０．６７５カ月分」とし、年間の支給月数を今回改正

予定の平成２２年度と同じく「１．３５カ月分」とするものでございます。 
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 それから、同項第２号中、「１００分の３０」を「１００分の３２．５」に改めるにつ

きましては、再任用職員の１２月勤勉手当を「０．３カ月分」から０．０２５カ月分引き

上げまして「０．３２５カ月分」として、年間支給月数を「０．６５カ月分」とするもの

でございます。 

 なお、施行日等につきましては、公布の日の属する月の翌月の初日からの施行となりま

すので、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、議案第７４号をお願いします。 

 議案第７４号市長及び副市長の給与条例の一部改正について及び次の議案第７５号阿波

市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部改正につきまして、２案と

も改正内容が同じでございますので、一括して補足説明をさせていただきます。 

 この議案につきましても、平成２２年８月１０日の人事院勧告を踏まえまして、特別職

の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律が施行することに伴いまして、国に準

じて改正を行うものでございます。 

 改正内容につきましては、市長、副市長、教育長の期末手当の年間支給月数を「３．０

５カ月分」から０．１５カ月分引き下げまして「２．９カ月分」とするものでございま

す。 

 まず、第３条第１項中、「１００分の１５０」を「１００分の１３５」に、「１００分

の１６０」を「１００分の１４５」に改めるにつきましては、１２月期末手当を現行の

「１．６カ月分」から０．１５カ月分引き下げまして「１．４５カ月分」としまして、現

行の年間「３．０５カ月分」を「２．９カ月分」とするものでございます。 

 それから、次の第２条の市長及び副市長の給与条例の一部を次のように改正するの第３

条第１項中については平成２３年４月１日からの施行となりますが、平成２３年６月期末

手当を「１．４５カ月分」から０．０５カ月分引き下げまして「１．４カ月分」とし、１

２月期末手当を「１．４５カ月分」から０．０５カ月分引き上げまして「１．５カ月分」

として、年間支給月数を「２．９カ月分」とするものでございます。 

 なお、施行日等につきましては、公布の日の属する月の翌月の初日からの施行となりま

すので、よろしくお願いいたします。 

 次のページをお願いします。 

 議案第７６号阿波市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改

正について補足説明いたします。 
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 これにつきましても、市長及び副市長、教育長の改正と同じでございますけども、議員

の先生方の身分に関することでございますので、あえて説明をさせていただきます。 

 この議案につきましても、平成２２年８月１０日の人事院勧告を踏まえて、特別職の職

員の給与に関する法律等の一部を改正する法律が施行することに伴い、国に準じて改正を

行うものです。改正内容は、議会議員の期末手当の年間支給月数を「３．０５カ月分」か

ら０．１５カ月分引き下げまして「２．９カ月分」とするものでございます。 

 第１条、阿波市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を次の

ように改正するということで、第８条中、「１００分の１５０」を「１００分の１３５」

に、「１００分の１６０」を「１００分の１４５」に改めるにつきましては、１２月期末

手当を現行の「１．６カ月分」から０．１５カ月引き下げまして「１．４５カ月分」と

し、年間支給月数を「２．９カ月分」とするものでございます。 

 次の２条の改正につきましては、平成２３年４月１日からの施行となります。 

 第２条、阿波市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部を次の

ように改正するについての第８条中につきましては、平成２３年６月期末手当を「１．４

５カ月分」から０．０５カ月分引き下げまして「１．４カ月分」といたします。１２月期

末手当の「１．４５カ月分」から０．０５カ月分引き上げまして「１．５カ月分」としま

して、年間支給月数を今回改正予定の平成２２年度と同じく「２．９カ月分」とするもの

でございます。 

 なお、施行日等については、公布の日の属する月の翌月の初日からの施行となりますの

で、よろしくお願いします。 

 次に、最後の議案第７７号阿波市消防団の定員、任免、服務等に関する条例の一部改正

についてを説明いたします。 

 今回の改正につきましては、消防団は地域防災体制の中核的存在として地域の安心・安

全のため大きな役割を果たしておりますけども、近年の社会環境の変化等から、消防団員

数の減少や消防団員の高齢化、それからサラリーマン化等々のさまざまな課題に直面して

おります。こうした中、このたび阿波市消防団では、消防団員の確保、ひいては地域防災

力の充実のため、消防団本部に女性消防班を設置するための改正でございます。 

 第２条中、「５４４人」を「５６４人」に改めるにつきましては、女性消防班員を団本

部に設置し、その定員を２０名としたための改正でございます。 

 なお、この条例改正に伴いまして、別表第１の団員構成及び裏面の別表第２、制服等の
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貸与についても一部改正を行うものでございますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。 

 以上で補足説明を終わらせていただきます。ご審議の上、ご承認くださいますように、

よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（岩本雅雄君） 遠度市民部長。 

○市民部長（遠度重雄君） 議長の許可をいただきましたので、補足説明をさせていただ

きます。 

 議案第７８号阿波市墓地設置及び管理条例の一部改正について。 

 阿波市墓地設置及び管理条例の一部を改正する条例を次のように定めるというものでご

ざいます。 

 今年度、阿波町大原山王線工事において、墳墓施工区間が完了しました。その墳墓の移

転先として、阿波町庚申原９番地４に庚申原墓地を造成いたしました。また、この墓地は

有料となります。今回の改正は、それに伴う条例改正でございます。 

 改正内容につきましては、この条例の第２条は、墓地の名称及び位置について定めてお

りますが、その中の別表第１において「庚申原墓地」という名称とその位置を追加するも

のでございます。裏面のほうで、また第９条では、墓地の使用料を定めておりますが、そ

の中の別表第２において庚申原墓地の使用料１８万円を追加するものでございます。 

 この条例は、公布の日から施行となります。 

 なお、この墓地の造成は１９区画で、墳墓補償の３区画を除く１６区画を販売すること

になります。 

 以上、議案第７８号の補足説明とさせていただきます。ご承認いただきますようよろし

くお願いいたします。 

○議長（岩本雅雄君） 西村建設部次長。 

○建設部次長（西村賢司君） それでは、議案第７９号辺地に係る公共的施設の総合整備

計画の策定についての補足説明をいたします。 

 阿波市辺地に係る公共的施設の総合整備計画については、別紙のとおり策定したいの

で、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第３条第

１項の規定により議会の議決を求めるものであります。 

 概要について説明させていただきます。 
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 阿波市における辺地地区伊沢谷における総合計画について、辺地に係る公共的施設の総

合計画は、３年ごとに策定しなければならないものであります。また、この計画に基づい

て実施する公共的施設の整備事業に要する経費については辺地対策事業債の発行が認めら

れており、毎年度元利償還金の８０％に相当する額を地方交付税の基準財政需要額に算入

されます。 

 今回策定する総合計画は、平成２３年度から２５年度までの３年間を計画期間とし、計

画事業費は、伊沢谷市道改良舗装工事１億９，０００万円であります。路線ごとの内訳

は、一ノ瀬引地線７，０００万円、立割１号線７，０００万円、井出口大久保線５，００

０万円であります。 

 なお、この辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律

第３条第１項の規定に基づき徳島県と協議を行い、同意を得ております。 

 以上で補足説明とさせていただきます。ご審議の上、ご承認いただきますようよろしく

お願い申し上げます。 

○議長（岩本雅雄君） 藤井総務部長。 

○総務部長（藤井正助君） それでは、私のほうから議案第８０号から議案第８２号につ

いて、３議案について補足説明をさせていただきます。 

 まず最初に、議案第８０号土成健康センターの指定管理者の指定についてでございま

す。 

 この件につきましては、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、公の施設の指

定管理者を選定するものでございます。施設の名称につきましては、土成健康センターで

ございます。指定管理者につきましては、阿波市土成町吉田字梨木原１の１、株式会社御

所リゾート、代表取締役社長西條良仁。指定の期間は、平成２３年４月１日から平成２８

年３月３１日となっておりますので、よろしくお願いします。 

 なお、当該施設の使用料等につきましては、阿波市と御所リゾートとの管理協定により

まして年間１，０８０万円とさせていただいておりますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

 この件の詳細につきましては、午後からの議会全員協議会の中で詳細について説明させ

ていただきますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 それから、次の議案第８１号について説明をいたします。 

 議案第８１号徳島県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の名称変更に伴う徳島
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県市町村総合事務組合規約の変更についてでございます。 

 この分につきましては、改正内容につきましてもですが、青少年の指導が補導から育成

支援を重視している昨今の状況を踏まえまして、「板野東部青少年補導センター組合」か

ら「板野東部青少年育成センター組合」への名称を変更するため、地方自治法第２９０条

の規定によりまして、構成市町村の議会の議決を求めるものでございます。よろしくお願

いしたいと思います。 

 続きまして、議案第８２号徳島中央広域連合が処理する事務及び徳島中央広域連合規約

の変更についてでございます。 

 これにつきましても、地方自治法第２９１条の３第１項及び２９１条の１１の規定によ

り、徳島中央広域連合が処理する事務を変更し、徳島中央広域連合規約の一部を次のとお

り改正するということでございます。 

 これに伴いまして、これの件につきましては、広域行政圏施策の廃止に伴いまして、徳

島中央広域連合が処理する事務の変更及び基金の名称などを定める徳島中央広域連合規約

を改正するため、地方自治法第２９１条の１１の規定によりまして、構成市町村の議会の

議決を求めるものでございます。 

 以上、３案について説明させていただきました。ご審議の上、ご承認くださいますよう

に、よろしくお願いいたします。 

○議長（岩本雅雄君） 以上で説明が終わりました。 

 暫時休憩いたします。 

            午前１１時２４分 休憩 

            午前１１時４０分 再開 

○議長（岩本雅雄君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、ただいま議題となっております議案中、議案第７３号阿波市職員の給与に関する

条例等の一部改正についてから議案第７６号阿波市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期

末手当に関する条例の一部改正についてを審議いたします。 

 これより質疑に入りますが、通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終結いた

します。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております議案第７３号から議案第７６号については、会議規則第

３７条第２項の規定により委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これにご異議あり
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ませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（岩本雅雄君） 異議なしと認めます。よって、議案第７３号から議案第７６号に

ついては委員会の付託を省略することに決定いたしました。 

 これより討論に入ります。 

 討論の通告がありますので、議案第７３号に対する反対討論の発言を許可いたします。 

 １４番池光正男君。 

○１４番（池光正男君） 議案第７３号に対しての反対討論を行います。 

 人事院勧告制度は、１９４８年、公務員労働者が当時アメリカ軍により労働基本権が奪

われました、その抱き合わせで押しつけられたものと思います。県人事委員会も、その枠

組みの中で地方公務員の賃金を抑制する役目を果たしているわけであります。日本の大企

業・財界は、海外進出により利潤追求で、生き残るため、国内においては官民一体で果て

しない労働力のコストダウンを図りつつあります。一方では、派遣なり非正規雇用、最低

賃金は時給７００円そこそこ、完全失業は３００万人を超え、労働者階層に貧困が広が

り、貧困率が１５％になっております。大企業の利益内部保留は２４４兆円と、膨大なた

め込みがあり、これが国民、労働者に還元されていないため、内需が拡大されておりませ

ん。阿波市民においても、賃金が低いため、個人消費が縮小しております。いろんな社会

経済の変化により、市民もせっぱ詰まった生活になっていることもご承知のとおりであろ

うかと思います。 

 職員給与・ボーナスについては、社会的なお手本を崩せばどうなるか、全体に与える影

響が心配される生活給を下げることが、本当にいいものであるのかどうか。不況社会の事

態は一定理解はできますが、こういう事態を招いた結果は、労働者や農民、勤労市民が加

担したわけではありません。そういう社会を形成した資本主義の矛盾でなかろうかと思い

ます。そういう長い歴史が繰り返したことについて、避けられない社会そのものが問われ

ると私は思います。したがって、それに対しての反対といたします。 

○議長（岩本雅雄君） これで議案第７３号に対する討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 議案第７３号阿波市職員の給与に関する条例等の一部改正についてを原案のとおり決定

することに賛成の方は起立を願います。 

            〔賛成者起立〕 
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○議長（岩本雅雄君） 起立多数です。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第７４号市長及び副市長の給与条例の一部改正についてから議案第７６号阿

波市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正についてを原案

のとおり決定することにご異議ありませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（岩本雅雄君） 異議なしと認めます。よって、議案第７４号から議案第７６号は

原案のとおり可決されました。 

 以上で本日の日程は終了いたしました。 

 次回の日程を報告いたします。 

 次回は、８日午前１０時より代表質問、一般質問であります。 

 本日はこれをもって散会いたします。 

            午前１１時４５分 散会 

 


